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R5年度の検討内容（既存住宅）

• 既存住宅のうち、設計情報に基づく省エネ性能の表示が困難な住宅についても、省エネ性
能に関する消費者等への情報提供が行われるよう、検討会とりまとめ（R3.5）に基づき、
R5年度においては、①高断熱窓②高効率給湯器への改修等を行っている場合に、その旨が
広告等において統一的に表示されるよう、具体的な表示内容・表示方法等を検討する。

• 表示の機会を拡大する観点から、これから改修を行うものに限定せず、既に改修が行われ
たもの、新築時から設置されているものも含めて検討を行う。

・何を表示するか（表示内容）

・どのように表示するか（表示方法）

・表示に係る実務をどのように行うか。

・表示をどのように普及させるか。

本日（第５回検討会）において議論
※議論を踏まえ、第６回でも検討する場合があ
る。

次回（第６回検討会）において議論予定

主な論点
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（参考）不動産ポータルサイトにおける表示の例

• 既存住宅の売買・賃貸情報を掲載している不動産ポータルサイトの中には、窓について、
「複層ガラス」といった検索用のキーワード（タグ）を設定しているケースもある。
➢ 給湯器については、個別の製品名（例：エコキュート、エコジョーズ等）で検索することで、個別の

物件が保有する情報にヒットするケースもみられた。

• 第１回検討会（R4.11）では、「省エネ性能を向上させたという情報を掲載することから始め
ることも考えられるのでは。統一的な文言（高効率窓など）で掲載されれば選択の一助にな
るのでは。（中村委員）」というご意見をいただいたところ。

不動産ポータルサイトにおける複層ガラスの物件特集の例

出典：https://www.athome.co.jp/chintai/theme/fukusoglass/ 出典：https://www.chintai.net/feature/double-glazing/
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①何を表示するか（表示内容）
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改修等部位の表示対象について

○ 改修等部位の表示における表示対象は、検討会とりまとめを踏まえ、窓、給湯
器を基本とする。

○ 表示のニーズが高いと考えられる外壁等の断熱、ドアの断熱、節湯水栓、高断
熱浴槽、 太陽光発電設備、太陽熱利用についても表示可能とする。

＜改修部位の表示の対象選定にあたっての基本的な考え方(案）＞

〇 一般的な省エネ改修等※のうち、改修等部位の表示を行う効果が高いと考えられ
る要素を設定。

※ 住宅の省エネ性能の評価対象である外皮の断熱、設備（暖冷房設備、換気設備、給湯
設備、照明設備等）のエネルギー消費量の削減効果のある改修等から選定する。

① 省エネ性能の向上（外皮性能、BEI）への寄与度が比較的高いもの。

② 一般的には入居者自ら改修できず、ロックイン効果があるもの。

③ 改修の内容が一定程度普及しているもの。

④ 対象部位の比較的確認が容易なもの。

対応案（ご意見をいただきたい点）
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改修等部位の表示対象の検討

※１ こどもエコすまい支援事業の支援実績（P8）に基づき整理。 ※２ 改修時であれば、断熱材の納品・施工証明書等により確認可能。
※３ 窓に比較して外皮面積に占める割合が小さい。（参考）WEBプログラムの標準住戸（戸建）での外皮面積割合 窓：10％弱、ドア：2％弱。
※４ 窓改修とあわせて施工されることが多いと考えられる。 ※５ 一箇所（台所水栓、浴室シャワー水栓、洗面水栓）あたりの効果は限定的。
※６ 給湯器とあわせて施工されることが多いと考えられる。

住宅のエネルギー消費量のうち、暖房や給湯に占める
割合が大きいことや、開口部からの熱の損失が大きい
ことが一般的に指摘されており、開口部の断熱改修や
高効率給湯器への改修支援が行われている。
※（一社）日本建材・住宅設備産業協会によると、冬の暖房時の熱が開

口部から流出する割合は58％としている。

出典：令和 3 年度 家庭部門の CO2排出実態統計調査 資料編（確報値） 令和5年3月
https://www.env.go.jp/content/000122579.pdf

改修等部位 ①省エネへの寄与度 ②ロックイン効果 ③改修の普及度 ④確認の容易さ

窓 〇 〇 〇 ○

給湯器 〇 〇 〇 ○

外壁等の断熱 〇 〇 △※１ △※２

ドアの断熱 △※３ 〇 △※１※４ 〇

節湯水栓 △※５ ○ ○ ○

高断熱浴槽 △※６ ○ ○ ○

太陽光発電設備 〇 ○ （ー） ○

太陽熱利用 ○ ○ △※１ ○

空調（暖冷房） ○ × ○ ○

照明 ○ × ○ ○

建て方別世帯当たり年間用途別エネルギー消費量

前頁の基本的な考え方（案）を踏まえた整理表（案）
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（参考）住宅省エネ2023キャンペーンにおけるリフォーム支援

• 住宅省エネ2023キャンペーンでは、国土交通省・経済産業省・環境省の３省の連携により、窓や給湯器、
躯体等の省エネ改修工事など、住宅の省エネリフォームへの支援を実施。

（参考） 先進的窓リノベ事業：203,669戸（戸建住宅）、40,453戸（集合住宅） ※交付申請戸数（2024年1月10日更新情報）、同事業HPより
給湯省エネ事業：108,563戸 ※交付申請戸数（2024年1月10日更新情報）、同事業HPより
こどもエコすまい支援事業（うちリフォーム）：294,031戸 ※交付申請戸数（2023年10月10日更新情報）、同事業HPより
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（参考）こどもエコすまい支援事業の支援実績

出典：https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp/assets/doc/koufu_uchiwake_sep.pdf

• こどもエコすまい支援事業（住宅省エネ2023キャンペーン）の実施状況をみると、給湯のエネルギー消費
削減に寄与する「高断熱浴槽の設置」や「節湯水栓の設置」は、件数ベースで上位にあたる。

※赤枠は整理表（P6）の下線を付した項目に対応
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表示対象とする窓について

対応方針案（ご意見をいただきたい点）

• 表示対象とする窓の性能について、当面は、省エネ基準の仕様基準に適合するものを対象
とする。

• 表示対象とする窓の設置範囲は、主たる居室のうちリビング及びダイニングを必須とする。

表 仕様基準における開口部の基準

＜考え方＞
• 窓の性能については、当面、省エネ基準と整合をとる。今後の省エネ基準の段階的な引き

上げや、市場に供給される製品の性能実態等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討。
• 窓の設置範囲については、住宅に複数存在する窓のうち、どの程度改修していれば表示で

きるのかについてのルールが必要。確認のしやすさと設置効果に配慮したルールとする。
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（参考）窓の熱貫流率について

アルミ樹脂複合サッシ＋複層ガラス

アルミサッシ＋複層ガラス
樹脂サッシ＋複層ガラス

• 窓の性能（熱貫流率）は、建具（サッシ）とガラスの仕様から把握可能。

表 技術情報における窓の熱貫流率の早見表

建築研究所の技術情報（「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」）では、
建具の仕様とガラスの仕様に応じた、窓の熱貫流率の早見表が示されている。

（具体例）
• 樹脂製サッシ又は木製サッシ＋複層ガラス ： 2.15～3.49
• アルミ樹脂複合サッシ ＋複層ガラス ： 2.33～4.07
• アルミサッシ ＋複層ガラス ： 2.91～4.65
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（参考）窓の熱貫流率について

（表の出典）日本サッシ協会ホームページ掲載資料
https://www.jsma.or.jp/Portals/0/images/useful/technology/20-1101.pdf

既存の窓（アルミサッシ＋単板ガラス）に、
樹脂製の内窓を設置した場合の値

• 共同住宅の窓改修等で一般に用いられる内窓についても、建築研究所の技術情報に定められた算出式に
より、熱貫流率を算出することが可能。
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（参考）先進的窓リノベ2024事業

• 先進的窓リノベ2024事業では、窓の熱貫流率（Uw値）が1.9以下（ただし、中高層集合住宅
の外窓交換（カバー工法）についてはUw値2.3以下）の高い断熱性能を持つ窓への改修を支
援。

出典：環境省公表資料 https://www.env.go.jp/content/000190286.pdf 11



（参考）窓の性能表示制度

• 経済産業省の窓の性能表示制度では、熱貫流率や日射熱取得率の値に応じてランク分けした
表示を行っている。
➢ JISの等級に基づき、最低で熱貫流率4.7以下を★１、最高で熱貫流率1.1以下を★６として表示

出典：経済産業省資源エネルギー庁のリーフレット
https://www.mlit.go.jp/common/001601996.pdf 12

https://www.mlit.go.jp/common/001601996.pdf


表示対象とする給湯設備について

• 表示対象とする給湯設備の性能について、当面は、省エネ基準レベル以上の給湯器（仕様基
準（下表）に適合するもの、標準計算によりこれと同等以上の評価となるもの（例：ハイ
ブリッド給湯機、エネファーム））を対象とする。

対応方針案（ご意見をいただきたい点）

省エネ基準（仕様基準）における給湯設備の仕様

＜考え方＞
• 当面、省エネ基準と整合をとる。今後の省エネ基準の段階的な引き上げや、市場に供給さ

れる製品の性能実態等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討。
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（参考）住宅省エネ2024キャンペーンにおける給湯器の改修支援

• 住宅省エネ2024キャンペーンでは、各事業毎に支援対象とする給湯器の対象・性能要件が異なる。
➢ 「給湯省エネ2024事業」では、エコキュート、ハイブリッド給湯機、エネファームの導入を支援。
➢ 「賃貸集合給湯省エネ2024事業」では、賃貸集合住宅に導入するエコジョーズ・エコフィールの

導入を支援。
➢ 「子育てエコホーム支援事業」では、エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、ハイブリッ

ド給湯機の導入を支援。
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（参考）各事業において対象とする給湯器の性能要件

②賃貸集合給湯省エネ2024事業の対象となる給湯器の性能要件（左：エコジョーズ、右：エコフィール）

①給湯省エネ2024事業の対象となる給湯器の性能要件（エコキュート、ハイブリッド給湯器、エネファーム）

（出典）給湯省エネ2024事業HP

https://kyutou-shoene2024.meti.go.jp/materials/ecocute.html

（出典）経済産業省HP https://www.meti.go.jp/press/2023/11/20231117004/20231117004.html

（出典）賃貸集合給湯省エネ2024事業HP https://chintai-shoene2024.meti.go.jp 15



（参考）各事業において対象とする給湯器の性能要件

③子育てエコホーム支援事業の対象となる給湯器の性能要件

（出典）子育てエコホーム支援事業HP
https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/reform/point3.html
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追加的に表示可能な項目について

対応案（ご意見をいただきたい点）

■外壁等の断熱
• 当面は、省エネ基準の仕様基準（部位別の基準）に適合する部位を表示の対象とする。

※今後の省エネ基準の段階的な引き上げや、市場に供給される製品の性能実態等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討。

• 窓と同様に、主たる居室のうちリビング及びダイニングに存する外皮（外気と接する屋根・天井・

壁・床・基礎壁）の部位を表示の対象とする。

■ドアの断熱
• 当面は、省エネ基準の仕様基準に適合するものを表示の対象とする。

※今後の省エネ基準の段階的な引き上げや、市場に供給される製品の性能実態等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討。

• 箇所数が限定されることから、全てのドアが基準を満たすものを表示の対象とする。

■節湯水栓、高断熱浴槽
• 設備が設置されているものを表示の対象とする。
• 具体の仕様については、省エネ基準上の評価（WEBプログラム）と整合させる

➢ JIS B 2061（給水栓）、JIS A 5523（浴槽）にそれぞれ定義があり、これらの性能を満たすものを
評価している（カタログ等で確認できる）。

■太陽光発電設備
• 設備が設置されており、当該設備により供給される電気が住宅で使用できるものを対象と

する。

■太陽熱利用
• 設備が設置されているものを表示の対象とし、具体の仕様は省エネ基準上の評価と整合させる。
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仕様基準について

• 省エネ基準（仕様基準）では、部位（壁、床、天井等）毎に、断熱材の熱抵抗値の基準等
を定めており、各部位が基準を満たすことにより、住宅全体が省エネ基準に適合すること
を複雑な計算無く確認できる。
• 断熱材の熱抵抗値は、厚さ／熱伝導率で算出され、メーカーのカタログ等で確認できる。
• ドアについては、窓と同様に、熱貫流率の基準が定められている。

出典：木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック（省エネ基準編）４～７地域版 18



②どのように表示するか（表示方法）
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表示方法について

省エネ給湯器
設置あり

断熱窓
設置あり

建築物省エネ法ガイドラインに基づく

改修等部位ラベル（仮称）

eco

~ ~~

※議論用のイメージ

●●不動産●●営業所 TEL XXXーXXXーXXX

●●マンション

●●●●

●●年●月

Sample

断熱窓、省エネ給湯器、外壁等の断熱、断熱ドア、節湯水栓、高断熱浴槽、太陽光発電設備、・・・

●●万円

（●●㎡（●●
坪）

●LDK

●㎡
Sample

〇 ルールに則った表示であることが明瞭である。
〇 視認性が高い。
△ 広告等への掲載スペースに制約がある。
△ 通常、検索を行うことはできない。

△ 文字情報のみだと、ルールに則った表示を行っ
ているものと、そうでないものとの区別が困難。

△ 視認性に劣る。
〇 広告等の掲載スペースの制約を受けづらい。
〇 検索することが可能な場合がある。

〇年〇月〇日

✅外壁の断熱、✅断熱ドア ✅節湯水栓 ✅高断熱浴槽
✅太陽光発電 ✅太陽熱利用 ✅・・・

• 新築時の表示方法(告示ラベル）とは別に、改修等部位専用のラベルにより表示を行う。
• 基本の表示事項（対象とする窓、給湯器）のいずれかが設置されている場合にラベル表示可能ととする。
• 基本の表示事項を中心とした表示とし、その他の事項（外壁等の断熱、断熱ドア、節湯水栓、高断熱浴

槽、太陽光発電設備）については副次的な表示とする。
• 告示ラベルと明確に区別可能としながら、連続性を持たせるデザインを検討する。

対応方針案（ご意見をいただきたい点）

＜ラベルによる表示＞ ＜ラベルによらない表示＞

※議論用のイメージ
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（参考）新築時の表示方法（告示ラベル）
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